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平成18年３月31日 

条例第10号 

沖縄県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例をここに公布

する。 

沖縄県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、条例等の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という。）により

行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、電磁的方法による情報処理

の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて県民の利便性の向上を図り、も

って県民生活の向上に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 民間事業者等 条例等の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないもの

とされている民間事業者その他の者（国の機関並びに地方公共団体及びその機関を除く。）をい

う。 

(２) 条例等 条例及び規則（地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第２項に規定する規

程及び地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。）

をいう。 

(３) 書面 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によ

って認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。 

(４) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 

(５) 保存 民間事業者等が書面又は電磁的記録を保存し、保管し、管理し、備え、備え置き、備

え付け、又は常備することをいう。 

(６) 作成 民間事業者等が書面又は電磁的記録を作成し、記載し、記録し、又は調製することを

いう。 

(７) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面に記載することをいう。 

(８) 縦覧等 民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧若しくは閲覧に供

し、又は謄写をさせることをいう。 

(９) 交付等 民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を交付し、若しくは提出

し、又は提供することをいう。ただし、沖縄県行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

る条例（平成16年沖縄県条例第34号）第２条第７号に掲げる申請等として行うものを除く。 

(10) 保存等 保存、作成、縦覧等又は交付等をいう。 

（電磁的記録による保存） 

第３条 民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の条例等の規定により書面により行わなけ

ればならないとされているもの（規則で定めるものに限る。）については、当該条例等の規定にか

かわらず、規則で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行

うことができる。 

２ 前項の規定により行われた保存については、当該保存を書面により行わなければならないとした

保存に関する条例等の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該保存に関する条例

等の規定を適用する。 

（電磁的記録による作成） 

第４条 民間事業者等は、作成のうち当該作成に関する他の条例等の規定により書面により行わなけ

ればならないとされているもの（当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが条

例等の規定により保存をしなければならないとされているものであって、規則で定めるものに限

る。）については、当該他の条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面の作成

に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。 



２ 前項の規定により行われた作成については、当該作成を書面により行わなければならないとした

作成に関する条例等の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該作成に関する条例

等の規定を適用する。 

３ 第１項の場合において、民間事業者等は、当該作成に関する他の条例等の規定により署名等をし

なければならないとされているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を

明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。 

（電磁的記録による縦覧等） 

第５条 民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面により行わ

なければならないとされているもの（規則で定めるものに限る。）については、当該条例等の規定

にかかわらず、規則で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記

録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。 

２ 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面により行わなければならないと

した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該縦覧等に関

する条例等の規定を適用する。 

（電磁的記録による交付等） 

第６条 民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に関する他の条例等の規定により書面により行わ

なければならないとされているもの（当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写

しが条例等の規定により保存をしなければならないとされているものであって、規則で定めるもの

に限る。）については、当該他の条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該交

付等の相手方の承諾を得て、書面の交付等に代えて電磁的方法であって規則で定めるものにより当

該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことができる。 

２ 前項の規定により行われた交付等については、当該交付等を書面により行わなければならないと

した交付等に関する条例等の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該交付等に関

する条例等の規定を適用する。 

（立入り等における取扱い） 

第７条 県の機関及びその職員が、他の条例等の規定により、検査、調査等を行うため立入り等を行

う場合においては、当該条例等の規定に規定する立入り等に係る帳簿、書類等に、これらの作成又

は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録が含まれるも

のとみなして、当該条例等の規定を適用する。 

（規則の制定改廃に伴う経過措置） 

第８条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、規則で、その制定又

は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置

を含む。）を定めることができる。 

（規則への委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成18年４月１日から施行する。 


